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による視察） 

○消防力の強化について 
 ・伝統的建造物群保存地区での防火体制につい

て 
・初期消火における体制について 

・消防団の取組について 

 



●岐阜県高山市 

■伝統的建造物群保存地区での防災の取り組み 

 高山市は、旧城下町において商人町として発達した伝統的な文化都市であり、上町

及び下町の町並みには、貴重な建造物が数多く残されている。そのなかで三町地区と

下二之町大新町地区の２か所は、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されており、

三町地区では平成７年度、下二之町大新町地区では平成１７年度にそれぞれ防災計画

を策定している。 

 三町地区では江戸後期から続く町屋が多く、木造家屋が密集しているため何度か大

火災も発生していることもあり、その際に主屋裏手にある土蔵群が防火帯の役割を果

たしていたことから、土蔵を伝統的建造物として特定することで、土蔵の整備に対し

ても補助（経費の８０％、最大９００万円）をすることでその機能を強化した。 

 また、消防水利の面では地区内にある市の施設に耐震貯水槽を２基（６６ｔ、１０ 

０ｔ）を設置し、そこから地区内の水路へ水を供給し、火災の際には水路をせき止め 

ることで消火用の水を確保している。 

 

■初期消火における体制について 

木造住宅密集地である伝統的建造物群保存地区では、類焼防止のため初期消火が最

重要課題のひとつと捉え、初期消火に使用する資機材等を貸与している。 

 

高山市が貸与している資機材等 

① 消火器 

② 消火バケツ 

③ ２号消火栓 

④ 可搬ポンプ、側溝水止め板 

⑤ ５０ｍｍ消火栓 

 

三町地区は、古くから地域の消防活動が盛んで、昭和５４年に伝統的建造物群保存

地区に選定を受けて以来、町並み保存活動が活発化し、自衛消防隊訓練も推進された。 

 そのため、保存会ごとに自衛消防組織があり、防災器具の管理や、定期的な訓練が

自主的に行われており、市として活動補助金を交付している。 

 その一方で、旧高山地区では、消火栓３基に対し初期消火資機材が１式しかなく、

設置率が低いことから課題となっており、自治会からの設置要望もあるため、設置率

を向上させるよう検討をしている。  

 また、市の自主防災組織は、組織率１００％となっているが、組織設立後１０年以

上が経過し、活動の縮小や、組織の高齢化などにより形骸化してきている部分がある

が、「自主防災組織のための防災活動ガイド」を作成、配布し、円滑な防災活動が行わ

れるよう支援している。 



 

■消防団の取り組みについて 

 高山市消防団は、３９分団、団員数１，７６５人で組織されており、常備消防との

合同訓練を行って連携を強化しているほか、女性団員による一人暮らしの高齢者宅訪

問や、火災予防運動に伴う各家庭の防火訪問などの火災予防運動を行っている。 
また、消防団活動に対する意識調査（アンケート）の実施や、消防団組織等検討委 

員会を設置し活動内容について検討をすることで、消防団員の処遇や環境の改善など

消防団改革の促進に努めている。 
 
 主な改善事例 
・安全性の向上、公務災害の防止のため活動服及び安全靴を新基準適合品への更新 
・デジタル無線などの資機材の整備 
・自動車運転免許での準中型、ＡＴ限定解除のための費用の補助 
・長期にわたり災害活動をした場合の特別報酬の創設 
・出動手当の見直し 

 
【所 感】 
高山市は、２地区が伝統的建造物群保存地区に指定され、指定面積が約１１．０

ｈａ、対象建造物計３９３件である。一方、本市（関宿）は、指定面積が約２５．

０ｈａ、対象建造物計２３３件である。当市と規模による比較は単純にできないの

ものの、土蔵も伝統的建造物として特定し、その整備に対して補助（経費の８０％ 

上限９００万円）を設けている。土蔵群を整備することで、防火帯としての機能を

強化し、火災を食い止める役割を持たせることは、この町が火災を経験する中で培

われた延焼防止の策だと感じた。 

また、木造家屋が大部分を占める伝統的建造物群保存地区では火災への対応が不

可欠なものであり、類焼防止のために初期消火の重要性を改めて感じ、市の取り組

みで初期消火にかかる資機材を貸与することは、初期消火体制を充実させ延焼を防

止する観点からとても良い取り組みだと感じた。 

なかでも、大型の貯水槽を設置し、その貯水槽から水路に水を供給し、側溝水止

め板を使用してせき止めることで、緊急時には火災現場の消化水不足を解決すると

いうのは非常に興味深かった。 

初期消火については、ハード面での充実だけでなく初期消火を適切に行うことが

できるよう市民が日々の活動や訓練を行っているからであり、市民への防災意識の

啓発や、初期消火の資機材を適切に扱える訓練等が重要であると感じた。 

また、消防団の活動環境改善や処遇については、市の規模や人員に関係なく、消防

団員の安全性の向上及び災害出動時の労苦に報いるために重要な要素であり、現状を

良しとせず、より消防団員の活動しやすい環境へと改善していくことが、士気高揚や



団員の確保につながっていくのではないかと感じた。さらに、高山市も、活動の縮小

や高齢化を課題としていたが、これは本市においても当てはまることであり、検討が

必要なことであると感じた。 


